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第 3 回 人権条約機関の機能(2)――個人通報制度 
 
 ある個人が、国家による条約違反の人権侵害行為により被害を受けたと考える場合、

当該条約（の関連文書 1）の定めるところに従い、条約機関に対して通報を行い、当該

条約機関が条約違反の有無の審査を行う、という制度があり、少なからぬ条約において

この制度が採用されている。詳細については、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)の解

説を参照されたい 2。 
 以下では、具体的な事例を見ながら、手続の詳細を理解する。具体的な事例は、OHCHR
の jurisprudence ページから検索できる。 
 
事例１ 

 上記 jurisprudence ページ左側の Document search をクリックして、出てきたページの

Communication Number 欄に 1154/2003 を入力してクリックすると、Katsuno らがオース

トラリアを相手に通報をした事件の情報が出てくる。そこをクリックすると、

CCPR/C/88/D/1154/2003 の文書（以下、「委員会決定」）へのリンクが出てくるので、英

語版を（仏語版でも西語版でも構わないが）見てみよう 3。 
 委員会決定の 2 頁に、事案の主題と関連条文とが挙げられているので、どのような問

題が扱われているのかがおおよそ理解できる。 
 決定の構成は以下の通り。 
  ¶ 1  通報者(authors of communication)・関連条文 
  ¶¶ 2.1-2.8 通報者の主張する事実 
  ¶¶ 3.1-3.12 通報者の主張する違反内容 
  ¶¶ 4.1-4.14 被申立国による受理可能性に関する主張 
  ¶¶ 5.1-5.4 被申立国による受理可能性に関する主張への通報者の反論 
  ¶¶ 6.1-6.5 委員会の見解 
  ¶¶ 7  主文 
 
 まず、主文 a)を見てみよう。言及されている条文も読んでおくこと。次に、その結論

に達する理由を読んでみよう 4。なお、理由のうち 6.5 は無視して良い。その上で、以

                                                      
1 自由権規約の場合、条約本体にではなく、（第一）選択議定書に定められている。 
2 日本語での解説として、安藤仁介「B 規約人権委員会の個人通報審査」法学論叢 128 巻 4・
5・6 号（1991 年）81 頁、安藤仁介「人権規約と個人通報制度の現状」ジュリスト 1299 号

（2005 年）25 頁、岩沢雄司「自由権規約委員会の履行監視活動」芹田健太郎ほか（編）『講座

国際人権法 4 国際人権法の国際的実施』（信山社、2011 年）183 頁、近畿弁護士連合会人権擁

護委員会国際人権部会ほか（編）『国際人権条約と個人通報制度』（日本評論社、2012 年）。 
3 この事件の日本語での解説として、田中俊「メルボルン事件・報告」国際人権 19 号 2008 年

104 頁、藤本晃嗣「メルボルン事件・コメント」国際人権 19 号（2008 年）112 頁。 
4 パラ 6.1 に出てくる rules of procedure は、OHCHR の自由権規約人権委員会ページの左側の

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
http://juris.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/ccpr/pages/ccprindex.aspx
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下の問について考えてくること。余裕があれば決定の他の部分とりわけ 4.1-5.4 を読ん

でくると理解は深まるだろう。 
 問 

 受理可能性はどのような場合に認められるか？ 
 受理可能性に関する規則の目的は？ 
 委員会の本件決定に賛成するか？ 

 
事例２ 

 Communication No. 1472/2006 の事案につき、同様の方法で CCPR/C/94/D/1472/2006 と

いう文書を入手されたい。ここでは、先の文書と異なり、Views という名称になってい

る（なぜなのか、考えてくること）。構成は以下の通り。 
  ¶ 1 通報者・関連条文 
  ¶¶ 2.1-2.6 事実 
  ¶¶ 3.1-3.13 通報者の主張 
  ¶¶ 4.1-4.12 被申立国の主張 
  ¶¶ 5.1-5.10 通報者の反論 
  ¶¶ 6.1-6.5 被申立国の再反論 
  ¶¶ 7.1-7.5 受理可能性に関する委員会の決定 
  ¶¶ 8.1-8.3 本案に関する被申立国の（追加的）主張 
  ¶¶ 9.1-9.2 本案に関する被申立国の（追加的）主張への通報者のコメント 
  ¶¶ 10.1-10.13 本案に関する委員会の見解 
  ¶¶ 11-13 主文 
  この後、何人かの委員による少数意見が付されている。 
 
 この事案 5については、事実・本案に関する委員会の見解（特に 10.5-10.8）・主文と関

連条文を読んでくること。 
 この見解が採択された後、委員会はベルギーによるこの見解への対応を継続的に監視

している。判断が示された翌年の委員会報告書(A/64/40)の p. 131（監視制度についての

説明は p. 125）、その後、A/65/40 (Vol.II), p. 535、A/66/40 (Vol.I), p. 36、A/66/40 (Vol. II, 
Part Two), p. 85、A/67/40 (Vol.II), p. 449、A/68/40 (Vol.II, Part Two), p. 189、A/69/40 (Vol.II, 
Part Two), p. 118、CCPR/C/113/3, p. 29 で監視の結果が示されている。とりあえずリンク

                                                      
Basic documents 欄にリンクがある。本件委員会決定は 2006 年に出されているので、適用され

るのは 2005 年版の rules of procedure である。 
5 日本語での解説として、水島朋則「対テロ安保理決議の実施における自由権規約違反の可能

性――サヤディ対ベルギー事件」国際人権 20 号（2009 年）115 頁、丸山政己「国連安全保障理

事会と自由権規約委員会の関係――狙い撃ち制裁に関わる Sayadi 事件を素材として――（2・
完）」山形大学法政論叢 49 号（2010 年）61 頁。 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f66%2f40%28VOL.I%29&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f66%2f40%28VOL.II%2c%20PART%20TWO%29&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f66%2f40%28VOL.II%2c%20PART%20TWO%29&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/113/3&Lang=en
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を貼ったもののみ見ておいていただきたい。 
 以上の全体を見て、個人通報制度にはどういう実践的意義があると考えられるだろう

か。 
 
個人通報制度に参加するか否かに関する日本政府の立場 

 OHCHR サイトの個人通報ページの地図の色を見れば判るように、日本は個人通報制

度には一切参加していない。その理由については、次のような説明がなされている。 
 
 参議院決算委員会 昭和 60(1985)年 9 月 19 日 

○ 本岡昭次（社会党） 我が国の外交の責任者である外務大臣に再確認の意味も

含めまして伺いますが、国際人権Ｂ揮約選択議定書加入の決意と、できればい

つごろまでにこの加入をしていくのかといった点について聞かしていただけ

れば非常にありがたいと思いますが、ひとつよろしくお願いします。 
○ 安倍晋太郎（外務大臣） Ｂ規約選択議定書についてでございますが、これは

個人の通報に基づく国際的な検討制度が国際的にも普遍性を有する実効的な

制度として有効に機能するか否か、必ずしも疑問なしとしないわけでございま

すが、現在までの本制度の運用状況はおおむね問題はない、こういうふうに判

断をしております。国会の附帯決議も踏まえまして、今後締結に向けまして積

極的に検討をしてまいりたいと考えております。 
 
 参議院予算委員会 平成 3(1991)年 4 月 1 日 

○ 本岡昭次（社会党） きょうは、国際人権規約の中で国連規約のＢ規約と言わ

れているものの中の選択議定書の問題を取り上げたいと思います。 
 この選択議定書の問題ですが、前国会で中山外相も海部総理も積極的に判断

する、このように約束されましたが、これはどういうふうになってまいります

か。 
○ 中山太郎（外務大臣） Ｂ規約議定書は人権の国際的な保障のための制度とし

て注目すべき制度であると認識をいたしておりまして、この運用状況も踏まえ

て関係省庁との間で鋭意検討をいたしております。 
 議定書につきましては、我が国司法制度との関係のほか、Ｂ規約委員会にお

いて我が国の実情を十分踏まえた上での審理が尽くされることについてまだ

確信が持てないということと、制度の乱用のおそれが否定し得ないということ

の懸念がございまして、右締結につき検討をまだ終了するところには至ってい

ないという状況でございます。 
 したがって、政府としましては、本件議定書の締結につきまして期限を区切

ってお約束をできるという状況ではございませんけれども、今後とも本件議定

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
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書の締結問題について関係省庁とも検討を続けてまいる所存でございます。 
 
 
 参議院予算委員会 平成 7(1995)年 3 月 13 日 

○ 本岡昭次（社会党） 先ほどから人権問題の重要性を外務大臣もおっしゃって

おります。しかし、現実に二十三あるこの国連の人権諸条約の中で八つしか加

盟できていないということを見ましても、これは余り褒められた問題じゃない

と思うんです。 
 そこで、やはり今言ったように、克服しなければならない問題があると、こ

う言っているわけで、それでは加盟していない諸条約の中で克服すべき問題は

何と何と何であって［以下略］。 
○ 高野幸二郎（外務省総合外交政策局国際社会協力部長） 人権Ｂ規約の選択議

定書、個人通報制度でございますが、これの最大の問題点は、これは委員御承

知のとおり、個人通報制度といいますのは、国内の司法手続によって人権侵害

が救済されたとその当該個人が認めない場合、これをＢ規約人権委員会に対し

てその問題を提訴といいますか持ち込みまして、それを受けたＢ規約人権委員

会の方で審査いたしまして、場合によっては当該国政府に対してＢ規約人権委

員会としての意見を申し述べるということによって救済手続を予定している

ものでございますが、この手続が憲法によって保障されております司法権の独

立あるいは国内の司法組織との関係で果たして整合性が確保し得るのかとい

う問題がございまして、この点についての研究を続けているというところでご

ざいます。 
 
 参議院決算委員会 平成 14(2002)年 10 月 3 日 

○ 川橋幸子（民主党） これは去年の新聞記事でございますが、日弁連の女子差

別選択議定書プロジェクトチーム座長、寺沢さんとおっしゃる方が投稿してお

られます。そこの一文を御紹介いたしますと、日本が個人通報制度を定めた選

択議定書を批准しない背景には最高裁判所の反対があると言われているとい

う、専らこういう、最高裁が反対している、大変お偉い最高裁というところが

我が国司法制度の独立のために反対しておられると、これは世俗言われている

ことでございます。女性たちは、そのように、ああ最高裁が言っているんじゃ

行政も突破できないのかしらと半ばあきらめているところでございますが、今

日は最高裁も審査対象に入っていらっしゃいますので、あえて伺わせていただ

きます。 
 最高裁は、この件について法務省から連絡を受けたり、あるいは最高裁にお

いて何か検討されたり、何か意見をお述べになったというようなことがあるの
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でしょうか。最高裁がここまで悪者にされているという状況を御存じでしょう

か、伺います。 
○ 中山隆夫（最高裁判所事務総局総務局長） お答え申し上げます。 

 選択議定書、今おっしゃいました幾つかの選択議定書の署名、批准につきま

しては、政府ないし国会の政策的な判断に基づいて行われるべき事柄であり、

最高裁判所はこの問題について意見を述べるべき立場にはないものと考えて

おります。この問題につき法務省から正式に意見を求められたことも、したが

ってございません。 
 今御紹介のありました寺沢弁護士の論考、そのようなものが載ったというこ

とは承知しておりますが、率直に言って、どのような根拠に基づいてというも

のかが理解できないところでありますし、最高裁判所が言うのはおかしいこと

でありますが、冤罪というふうに言ってもよろしいかと思っております。 
 最高裁判所が正式に意見を述べたことはないというのは今述べたとおりで

ございます。 
 
 
 参議院予算委員会 平成 28(2016)年 3 月 17 日 

○ 福島みずほ（社民党） 日本政府が推薦し、自由権規約委員を二十年務め、委

員長にもなった京都大学安藤仁介名誉教授は、日本がこの点で肩身の狭い思い

をしたと述懐をしています。 
 二〇二〇年オリンピックをめどに人権大国を構築し、また、五月に伊勢サミ

ットを開催するなら、その前に個人通報制度を採択し、サミットでそれを紹介

すべきではないでしょうか。もう十分検討はできており、政府が決断すればす

ぐに採択は可能ではないでしょうか。 
○ 岸田文雄（外務大臣） 我が国として人権諸条約の実施の効果的な担保を図る、

こういった観点から、個人通報制度、注目すべき制度と認識をしております。 
 個人通報制度の受入れに当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関連

での問題の有無、実施体制の検討課題があると認識をしており、その是非につ

いては、各方面から寄せられる意見も踏まえつつ引き続き真剣に検討を進めて

いる、こうした状況にあります。 
 御指摘の個人通報制度、すぐに進めるべきではないかという御指摘ですが、

今申し上げました点をしっかりと検討しながら、真剣に検討を続けていきたい

と考えています。 
○ 福島みずほ 検討は理解できるんですが、最高裁も、これは批准しても構わな

い、自分たちがハードルではないと言っています。何がハードルなんですか。

人権大国と言うのであれば、これはもう批准すべきではないですか。 
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○ 岸田文雄 検討の中身ですが、要は、個人通報制度、これは委員会から見解が

各国に示されることになるわけですが、この委員会が国内判決と異なる見解を

示した場合にどう対応するのか、あるいはこの司法手続が行われている最中に

見解が示された場合どのように対応するのか等、我が国の司法制度や立法制度

との関係において検討する必要がある、こういった認識で検討が続けられてい

ます。 
 まずは、人権関係の諸条約に基づく国連等に設けられた委員会に対する個人

からの通報事例、これを可能な限り収集する、こういった作業を進めながら、

今の点につきましても検討を続けているということであります。 
○ 福島みずほ 日本が批准しない理由が分からないんですね。先進国ではほとん

どこれはもう批准している、韓国もどこも批准している、そういう中でなぜで

きないのか、諸外国がやっていて日本がやれないわけはないと。 
 

以上 


